
さがみはら津久井産材流通確認証フロー図 
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・流通確認証を発行 
・原本①のコピーを 
協議会（当分の間、 
相模原市森林政策課

が事務を所管）へ送付

する。 

協議会 

（当分の間、相模原市森林政策課

が事務を所管） 

・生産者印のついた 
原本①は製材所が 
保管。 

・原本①のコピーを 
原本②として、 
製材所印を押印し、 
材木商へ発行。 

・製材所印のついた 
原本②は材木商が 
保管。 

・原本②のコピーを 
原本③として、 
材木商印を押印し、 
工務店へ発行。 

・材木商印のついた 
原本③は工務店が 
保管。 

・原本③のコピーを 
原本④として、 
材木商印を押印し、 
エンドユーザーへ 
発行。 

・手続きの完了 

生産者 製材所 材木商 工務店 エンドユーザー 

原本①写 

※このフロー図は、木材の一般的な流通モデルを示したもので、実際の流通においては取引状況により異なることがあります。 
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